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条 例 

 

江東区特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例を公布する。 

令和５年１２月２０日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区条例第５５号 

   江東区特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例 

江東区特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の運営に関する基準を定める条例（平成２６

年１０月江東区条例第２５号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第１５条第１項第２号中「同条第１１項」を

「同条第１０項」に改める。 

 第３６条第３項中「それぞれ」を「、それぞ

れ」に改め、「第６条第２項中」の次に「「特定

教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。

以下この項において同じ。）」とあるのは「特定

教育・保育施設（特別利用教育を提供している施

設に限る。以下この項において同じ。）」と、」

を加え、「同条第１号」を「同条第１号又は第２

号」に、「に該当する教育・保育給付認定子ども

の総数」を「の区分に係る利用定員」に、「、

「法第１９条第１号又は第２号」を「「同条第１

号」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

                    

江東区保育費用徴収条例の一部を改正する条例

を公布する。 

令和５年１２月２０日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区条例第５６号 

江東区保育費用徴収条例の一部を改正する

条例 

江東区保育費用徴収条例（平成９年３月江東区

条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

別表第１から別表第３までを次のように改める。 

別表第１（第３条関係） 

満３歳未満保育認定子どもの属す

る世帯の階層区分 
徴収月額 

（児童単位） 階

層

区

定義 
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分 

Ａ 生活保護法（昭和２５年法律

第１４４号）による被保護世

帯（単給世帯を含む。） 

０円 

Ｂ Ａ階層の世帯を除く住民税非

課税世帯 

０円 

Ｃ

１ 

Ａ階層の世帯を除く住民税均

等割のみ課税世帯 

２，９００円 

Ｃ

２ 

Ａ 階 層

の 世 帯

を 除 く

住 民 税

所 得 割

の 額 の

区 分 が

次 の 区

分 に 該

当 す る

世帯 

７，０００円未満 ３，４００円 

Ｃ

３ 

７，０００円以上４

８，６００円未満 

４，１００円 

Ｄ

１ 

４８，６００円以上

５２，５００円未満 

７，６００円 

Ｄ

２ 

５２，５００円以上

５５，０００円未満 

９，３００円 

Ｄ

３ 

５５，０００円以上

６０，０００円未満 

１０，６００円 

Ｄ

４ 

６０，０００円以上

７５，０００円未満 

１７，５００円 

Ｄ

５ 

７５，０００円以上

９７，０００円未満 

２１，７００円 

Ｄ

６ 

９７，０００円以上

１１５，０００円未

満 

２４，４００円 

Ｄ

７ 

１１５，０００円以

上１３０，０００円

未満 

２６，８００円 

Ｄ

８ 

１３０，０００円以

上１５０，０００円

未満 

２９，０００円 

Ｄ

９ 

１５０，０００円以

上１６９，０００円

未満 

３１，３００円 

Ｄ

１

０ 

１６９，０００円以

上１８５，０００円

未満 

３３，２００円 

Ｄ

１

１ 

１８５，０００円以

上２００，０００円

未満 

３５，３００円 

Ｄ

１

２ 

２００，０００円以

上２１５，０００円

未満 

３７，１００円 

Ｄ ２１５，０００円以 ３９，０００円 

１

３ 

上２３０，０００円

未満 

Ｄ

１

４ 

２３０，０００円以

上２４５，０００円

未満 

４０，６００円 

Ｄ

１

５ 

２４５，０００円以

上２６０，０００円

未満 

４２，４００円 

Ｄ

１

６ 

２６０，０００円以

上２８０，０００円

未満 

４３，８００円 

Ｄ

１

７ 

２８０，０００円以

上３０１，０００円

未満 

４５，６００円 

Ｄ

１

８ 

３０１，０００円以

上３４０，０００未

満 

４９，４００円 

Ｄ

１

９ 

３４０，０００円以

上３９７，０００円

未満 

５５，８００円 

Ｄ

２

０ 

３９７，０００円以

上４６０，０００円

未満 

６１，２００円 

Ｄ

２

１ 

４６０，０００円以

上５１０，０００円

未満 

６５，５００円 

Ｄ

２

２ 

５１０，０００円以

上５６０，０００円

未満 

６８，８００円 

Ｄ

２

３ 

５６０，０００円以

上６１０，０００円

未満 

７２，２００円 

Ｄ

２

４ 

６１０，０００円以

上８００，０００円

未満 

７５，７００円 

Ｄ

２

５ 

８００，０００円以

上１，１００，００

０円未満 

８０，４００円 

Ｄ

２

６ 

１，１００，０００

円以上 

８５，０００円 

備考 

１ この表において住民税とは、地方税法の

規定による市町村民税（同法の規定による

特別区民税を含む。）をいう。 

  ２ この表において住民税均等割とは、地方
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税法第２９２条第１項第１号に規定する均

等割をいい、住民税所得割とは、同項第２

号に規定する所得割をいう。 

  ３ この表における住民税所得割の税額を算

出するための計算方法は、規則で定める。 

  ４ この表において保育料を算出する場合に

おける住民税は、４月分から８月分までの

保育料にあっては前年度分とし、９月分か

ら翌年３月分までの保育料にあっては当該

年度分とする。 

  ５ この表の規定にかかわらず、児童福祉法

第２７条第１項第３号の規定により、里親

又は小規模住居型児童養育事業を行う者

（以下「ファミリーホーム」という。）に

委託されている児童に係る保育料は、免除

する。 

別表第２（第３条関係） 

満３歳未満保育認定子どもの属す

る世帯の階層区分 

徴収月額 

（児童単位） 
階

層 

区

分 

定義 

Ａ 生活保護法による被保護世帯

（単給世帯を含む。） 

０円 

Ｂ Ａ階層の世帯を除く住民税非

課税世帯 

０円 

Ｃ

１ 

Ａ階層の世帯を除く住民税均

等割のみ課税世帯 

２，８００円 

Ｃ

２ 

Ａ階層

の世帯

を除く

住民税

所得割

の額の

区分が

次の区

分に該

当する

世帯 

７，０００円未満 
３，３００円 

Ｃ

３ 

７，０００円以上４

８，６００円未満 

４，０００円 

Ｄ

１ 

４８，６００円以上

５２，５００円未満 

７，４００円 

Ｄ

２ 

５２，５００円以上

５５，０００円未満 

９，２００円 

Ｄ

３ 

５５，０００円以上

６０，０００円未満 

１０，４００円 

Ｄ

４ 

６０，０００円以上

７５，０００円未満 

１７，１００円 

Ｄ

５ 

７５，０００円以上

９７，０００円未満 

２１，２００円 

Ｄ

６ 

９７，０００円以上

１１５，０００円未

満 

２３，９００円 

Ｄ

７ 

１１５，０００円以

上１３０，０００円

未満 

２６，４００円 

Ｄ

８ 

１３０，０００円以

上１５０，０００円

未満 

２８，４００円 

Ｄ

９ 

１５０，０００円以

上１６９，０００円

未満 

３０，６００円 

Ｄ

１

０ 

１６９，０００円以

上１８５，０００円

未満 

３２，６００円 

Ｄ

１

１ 

１８５，０００円以

上２００，０００円

未満 

３４，５００円 

Ｄ

１

２ 

２００，０００円以

上２１５，０００円

未満 

３６，３００円 

Ｄ

１

３ 

２１５，０００円以

上２３０，０００円

未満 

３８，３００円 

Ｄ

１

４ 

２３０，０００円以

上２４５，０００円

未満 

３９，８００円 

Ｄ

１

５ 

２４５，０００円以

上２６０，０００円

未満 

４１，６００円 

Ｄ

１

６ 

２６０，０００円以

上２８０，０００円

未満 

４３，１００円 

Ｄ

１

７ 

２８０，０００円以

上３０１，０００円

未満 

４４，９００円 

Ｄ

１

８ 

３０１，０００円以

上３４０，０００円

未満 

４８，５００円 

Ｄ

１

９ 

３４０，０００円以

上３９７，０００円

未満 

５４，８００円 

Ｄ

２

０ 

３９７，０００円以

上４６０，０００円

未満 

６０，１００円 

Ｄ

２

１ 

４６０，０００円以

上５１０，０００円

未満 

６４，４００円 

Ｄ ５１０，０００円以 ６７，６００円 
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２

２ 

上５６０，０００円

未満 

 

Ｄ

２

３ 

５６０，０００円以

上６１０，０００円

未満 

７０，９００円 

Ｄ

２

４ 

６１０，０００円以

上８００，０００円

未満 

７４，４００円 

Ｄ

２

５ 

８００，０００円以

上１，１００，００

０円未満 

７９，１００円 

 

Ｄ

２

６ 

１，１００，０００

円以上 

８３，７００円 

備考 

  １ この表において住民税とは、地方税法の

規定による市町村民税（同法の規定による

特別区民税を含む。）をいう。 

  ２ この表において住民税均等割とは、地方

税法第２９２条第１項第１号に規定する均

等割をいい、住民税所得割とは、同項第２

号に規定する所得割をいう。 

  ３ この表における住民税所得割の税額を算

出するための計算方法は、規則で定める。 

  ４ この表において保育料を算出する場合に

おける住民税は、４月分から８月分までの

保育料にあっては前年度分とし、９月分か

ら翌年３月分までの保育料にあっては当該

年度分とする。 

  ５ この表の規定にかかわらず、児童福祉法

第２７条第１項第３号の規定により、里親

又はファミリーホームに委託されている児

童に係る保育料は、免除する。 

別表第３（第３条関係） 

児童の属する世帯

の階層区分 

徴収月額（児童単位） 

階

層 

区

分 

定義 ３歳未

満児 

３歳児 ４歳以

上児 

Ａ 生活保護法に

よる被保護世

帯（単給世帯

を含む。） 

０円 ０円 ０円 

Ｂ 

 

 

 

Ａ階

層の

世帯

を除

ひ と り

親 等 の

世帯 

 

０円 ０円 ０円 

く住

民税

非課

税世

帯 

ひ と り

親 等 の

世 帯 以

外 の 世

帯 

２００

円 

２００

円 

２００

円 

Ｃ

１ 

Ａ階層の世帯

を除く住民税

均等割のみ課

税世帯 

７００

円 

７００

円 

７００

円 

Ｃ

２ 

Ａ階

層の

世帯

を除

く住

民税

所得

割の

額の

区分

が次

の区

分に

該当

する

世帯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ ， ０

０ ０ 円

未満 

Ｃ

３ 

７ ， ０

０ ０ 円

以 上 ４

８ ， ６

０ ０ 円

未満 

Ｄ

１ 

４ ８ ，

６ ０ ０

円 以 上

５ ２ ，

５ ０ ０

円未満 

１，０

００円 

１，０

００円 

１，０

００円 

Ｄ

２ 

５ ２ ，

５ ０ ０

円 以 上

５ ５ ，

０ ０ ０

円未満 

Ｄ

３ 

５ ５ ，

０ ０ ０

円 以 上

６ ０ ，

０ ０ ０

円未満 

Ｄ

４ 

６ ０ ，

０ ０ ０

円 以 上

７ ５ ，

０ ０ ０

円未満 

１，７

００円 

１，４

００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１，４

００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ

５ 

 

 

 

 

７ ５ ，

０ ０ ０

円 以 上

９ ７ ，

０ ０ ０

円未満 

２，１

００円 

Ｄ

６ 

 

 

９ ７ ，

０ ０ ０

円 以 上

１ １

２，４

００円 
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  ５ ， ０

０ ０ 円

未満 

Ｄ

７ 

１ １

５ ， ０

０ ０ 円

以 上 １

３ ０ ，

０００ 

円未満 

２，６

００円 

１，６

００円 

１，６

００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ｄ

８ 

１ ３

０ ， ０

０ ０ 円

以 上 １

５ ０ ，

０ ０ ０

円未満 

２，９

００円 

１，７

００円 

１，７

００円 

Ｄ

９ 

１ ５

０ ， ０

０ ０ 円

以 上 １

６ ９ ，

０ ０ ０

円未満 

３，１

００円 

２，０

００円 

２，０

００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ

１

０ 

１ ６

９ ， ０

０ ０ 円

以 上 １

８ ５ ，

０ ０ ０

円未満 

３，３

００円 

２，１

００円 

Ｄ

１

１ 

１ ８

５ ， ０

０ ０ 円

以 上 ２

０ ０ ，

０ ０ ０

円未満 

３，５

００円 

２，３

００円 

Ｄ

１

２ 

２ ０

０ ， ０

０ ０ 円

以 上 ２

１ ５ ，

０ ０ ０

円未満 

３，７

００円 

２，４

００円 

Ｄ

１

３ 

２ １

５ ， ０

０ ０ 円

以 上 ２

３ ０ ，

０ ０ ０

円未満 

３，９

００円 

 

 

 

 

２，５

００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ

１

４ 

２ ３

０ ， ０

０ ０ 円

以 上 ２

４ ５ ，

０ ０ ０

円未満 

４，０

００円 

  

Ｄ

１

５ 

２ ４

５ ， ０

０ ０ 円

以 上 ２

６ ０ ，

０ ０ ０

円未満 

４，２

００円 

Ｄ

１

６ 

２ ６

０ ， ０

０ ０ 円

以 上 ２

８ ０ ，

０ ０ ０

円未満 

４，３

００ 

円 

Ｄ

１

７ 

２ ８

０ ， ０

０ ０ 円

以 上 ３

０ １ ，

０ ０ ０

円未満 

４，５

００ 

円 

Ｄ

１

８ 

３ ０

１ ， ０

０ ０ 円

以 上 ３

４ ０ ，

０ ０ ０

円未満 

４，９

００円 

Ｄ

１

９ 

３ ４

０ ， ０

０ ０ 円

以 上 ３

９ ７ ，

０ ０ ０

円未満 

５，５

００円 

Ｄ

２

０ 

３ ９

７ ， ０

０ ０ 円

以 上 ４

６ ０ ，

０ ０ ０

円未満 

６，１

００円 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ｄ

２

１ 

４ ６

０ ， ０

００円 

６，５

００円 
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 以 上 ５

１ ０ ，

０ ０ ０

円未満 

 

Ｄ

２

２ 

５ １

０ ， ０

０ ０ 円

以 上 ５

６ ０ ，

０ ０ ０

円未満 

６，８

００円 

２，６

００円 

２，１

００円 

Ｄ

２

３ 

５ ６

０ ， ０

０ ０ 円

以 上 ６

１ ０ ，

０ ０ ０

円未満 

７，２

００円 

Ｄ

２

４ 

６ １

０ ， ０

０ ０ 円

以 上 ８

０ ０ ，

０ ０ ０

円未満 

７，５

００円 

Ｄ

２

５ 

８ ０

０ ， ０

０ ０ 円

以 上

１ ， １

０ ０ ，

０ ０ ０

円未満 

８，０

００円 

Ｄ

２

６ 

１ ， １

０ ０ ，

０ ０ ０

円以上 

８，５

００円  

備考 

１ この表における年齢は、保育所における

保育を行った日の属する年度の初日の前日

における児童の満年齢による。 

２ この表においてひとり親等の世帯とは、

次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。 

(1) 母子世帯等（母子及び父子並びに寡婦

福祉法第１７条及び第３１条の７に規定

する配偶者のない者で現に児童を扶養し

ているものの世帯をいう。） 

(2) 在宅障害児（者）のいる世帯（次のア

からオまでのいずれかに該当する者を有

する世帯をいう。） 

ア 身体障害者福祉法第１５条第４項に

規定する身体障害者手帳を交付されて

いる者 

イ 東京都が知的障害者に発行する手帳

（東京都愛の手帳交付要綱に規定する

愛の手帳をいう。）又は道府県が知的

障害者に発行する手帳（療育手帳制度

要綱に規定する療育手帳をいう。）を

交付されている者 

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関す

る法律第４５条第２項に規定する精神

障害者保健福祉手帳を交付されている

者 

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する

法律第３条に規定する特別児童扶養手

当の支給対象児童 

オ 国民年金法に定める障害基礎年金等

の受給者 

３ この表において住民税とは、地方税法の

規定による市町村民税（同法の規定による

特別区民税を含む。）をいう。 

４ この表において住民税均等割とは、地方

税法第２９２条第１項第１号に規定する均

等割をいい、住民税所得割とは、同項第２

号に規定する所得割をいう。 

５ この表における住民税所得割の税額を算

出するための計算方法は、規則で定める。 

６ この表において保育料を算出する場合に

おける住民税は、４月分から８月分までの

保育料にあっては前年度分とし、９月分か

ら翌年３月分までの保育料にあっては当該

年度分とする。 

７ この表の規定にかかわらず、児童福祉法

第２７条第１項第３号の規定により、里親

又はファミリーホームに委託されている児

童に係る保育料は、免除する。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

                    

江東区児童館条例の一部を改正する条例を公布

する。 

令和５年１２月２０日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区条例第５７号 

江東区児童館条例の一部を改正する条例 

江東区児童館条例（昭和４４年３月江東区条例

第１３号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１中 
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「 江東区森下児童館 

江東区塩浜児童館 

江東区豊洲児童館 

江東区辰巳児童館 

江東区東陽児童館 

江東区亀戸第三児童館 

江東区大島児童館 

江東区大島第二児童館 

江東区東砂児童館 

江東区東砂第二児童館 

江東区南砂児童館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

を 
「 江東区森下児童館 

江東区塩浜児童館 

江東区豊洲児童館 

江東区辰巳児童館 

江東区東陽児童館 

江東区亀戸第三児童館 

江東区大島児童館 

江東区大島第二児童館 

江東区東砂第二児童館 

江東区南砂児童館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

に改める。 

 別表第２中 
「 江東区平野児童館 

江東区古石場児童館 

江東区東雲児童館 

江東区千田児童館 

江東区亀戸児童館 

江東区小名木川児童館 

 

 

 

 

 

」 

を 
「 江東区平野児童館 

江東区古石場児童館 

江東区東雲児童館 

江東区千田児童館 

江東区亀戸児童館 

江東区小名木川児童館 

江東区東砂児童館 

 

 

 

 

 

」 

に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

                    

江東区立幼稚園設置条例の一部を改正する条例

を公布する。 

令和５年１２月２０日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区条例第５８号 

江東区立幼稚園設置条例の一部を改正する

条例 

江東区立幼稚園設置条例（昭和４１年１２月江

東区条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

別表中 

「同 辰巳幼稚園  同 辰巳一丁目 

１１番１号 

同 ちどり幼稚園 同 古石場一丁目 

１１番１１号   」 

を 

「同 辰巳幼稚園  同 辰巳一丁目 

１１番１号    」 

に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

                    

江東区事務手数料条例の一部を改正する条例を

公布する。 

令和５年１２月２０日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区条例第５９号 

江東区事務手数料条例の一部を改正する条

例 

江東区事務手数料条例（昭和３３年３月江東区

条例第４号）の一部を次のように改正する。 

別表第６中８８の項を９１の項とし、８２の項

から８７の項までを３項ずつ繰り下げ、８１の項

の次に次のように加える。 
８２  マンシ

ョンの管理

の適正化の

推進に関す

る法律（平

成１２年法

律第１４９

号）第５条

の４の規定

に基づく管

理計画の認

定の申請に 

請に対する

審査 

マンシ

ョン管

理計画

認定申

請手数

料 

１  長期修

繕 計 画 の

数 が １ で

あ る も の 

４ ， １ ０

０円 

２  長期修

繕 計 画 の

数 が ２ 以

上 で あ る

もの ４,

１０円に 

１を超え

る長期修

繕計画の

数に１，

８００円

を乗じて

得た額を

加算した

額 

認 定

申 請

の と

き 

８３  マンシ

ョンの管理

の適正化の

推進に関す

る法律第５

条の６第１ 

マンシ

ョン管

理計画

認定更

新申請

手数料 

１  長期修

繕 計 画 の

数 が １ で

あ る も の 

４ ， １ ０

０円 

更 新

申 請

の と

き 
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項の規定に

基づく管理

計画の認定

の更新の申

請に対する

審査 

 ２  長期修

繕 計 画 の

数 が ２ 以

上 で あ る

もの ４,

１ ０ ０ 円

に １ を 超

え る 長 期

修 繕 計 画

の数に１,

８ ０ ０ 円

を 乗 じ て

得 た 額 を

加 算 し た

額 

 

８４  マンシ

ョンの管理

の適正化の

推進に関す

る法律（以

下この項に

おいて「法 

」という。)

第５条の７

第１項の規

定に基づく

管理計画の

変更の認定

の申請に対

する審査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マンシ

ョン管

理計画

変更認

定申請

手数料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 件 に つ

き、次に掲

げる額を合

算 し た 額 

１  法第５

条 の ７ 第

２ 項 に お

い て 準 用

す る 法 第

５ 条 の ４

に 基 づ に

基 づ く 管

理 計 画 の

認 定 の 基

準 （ 以 下

「 変 更 に

係 る 認 定

基 準 」 と

い う 。 ）

の う ち 管

理 組 合 の

運 営 の 基

準 に 係 る

事項 ４, 

 ８００円 

２  変更に

係 る 認 定

基 準 の う

ち 管 理 規

約 の 基 準

に 係 る 事

項 ４,０

００円 

３  変更に

係 る 認 定

基 準 の う

ち 管 理 組

合 の 経 理

の基準に 

変 更

認 定

申 請

の と

き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

係る事項 

４，６０

０円 

４  変更に

係る認定

基準のう

ち長期修

繕計画の

作成又は

見直しの

基準に係

る事項 

 ９，８０

０円 

５  変更に

係 る 認 定

基 準 の う

ち 組 合 員

名 簿 又 は

居 住 者 名

簿 の 基 準

に 係 る 事

項  ２ ，

９ ０ ０ 円 

６  １から

５ ま で 以

外の事項 

 ２，００

０円 

７  ２以上

の 長 期 修

繕 計 画 の

変 更 に 係

る 申 請 の

場 合 に あ

っ て は 、

１ を 超 え

る 長 期 修

繕 計 画 の

数 に 、 次

に 掲 げ る

額 を 乗 じ

て 得 た 額

を 合 算 し

た額 

(1)  変 更

に係る

認定基

基準の

うち管

理組合

の運営

営の基

準に係 
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 る事項 

２ , ６

００円 

 (2) 変更   

に係る 

認定基

準のう

ち管理

規約の

基準に

係る事

項 

２，６

００円 

(3)  変 更

に係る

認定基

準のう

ち管理

組合の

経理の

基準に

係る事

項 ２ 

, ８ ０

０円 

(4)  変更

に係る

認定基

準のう

ち長期

修繕計

画の作

成又は

見直し

の基準

に係る

事項 

  ５，２

００円 

(5)  変更

に 係 る

認 定 基

準 の う

ち 組 合

員 名 簿

又 は 居

住 者 名

簿 の 基

準 に 係

る事項 

      １７, 

    ０ ０ ０

円 

  (6) (1)か

ら(5)ま

で 以 外

の事項 

     ９ ０

０円 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

                    

江東区国民健康保険条例の一部を改正する条例

を公布する。 

令和５年１２月２０日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区条例第６０号 

江東区国民健康保険条例の一部を改正する

条例 

江東区国民健康保険条例（昭和３４年１１月江

東区条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

第１４条の３各号列記以外の部分中「及び第１

９条の４」を「、第１９条の４及び第１９条の

５」に改め、同条第２号エ中「及び第７２条の３

の２第１項」を「、第７２条の３の２第１項及び

第７２条の３の３第１項」に、「繰入金及び」を

「繰入金並びに」に改める。 

第１５条第１項中「第３５条の２の６第１１項

又は第１５項」を「第３５条の２の６第８項又は

第１１項」に、「第３５条の２の６第１５項」を

「第３５条の２の６第１１項」に改める。 

第１５条の８中「及び第１９条の４」を「、第

１９条の４及び第１９条の５」に改める。 

第１５条の９各号列記以外の部分中「及び第１

９条の４」を「、第１９条の４及び第１９条の

５」に改め、同条第２号イ中「及び第７２条の３

の２第１項」を「、第７２条の３の２第１項及び

第７２条の３の３第１項」に改める。 

第１５条の１６中「及び第１９条の４」を「、

第１９条の４及び第１９条の５」に改める。 

第１６条各号列記以外の部分中「第１９条の

２」の次に「及び第１９条の５」を加え、同条第

２号イ中「第７２条の３第１項」の次に「及び第

７２条の３の３第１項」を加える。 

第１９条第１項中「若しくは第１９条の４各

号」を「、第１９条の４各号に定める額若しくは

第１９条の５第１項各号」に改め、「特例対象被

保険者等となった」の次に「若しくは特例対象被

保険者等でなくなった」を加え、同条第２項中

「若しくは第１９条の４各号」を「、第１９条の

４各号に定める額若しくは第１９条の５第１項各

号」に改める。 
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第１９条の２第１号中「第３５条の２の６第１

１項又は第１５項」を「第３５条の２の６第８項

又は第１１項」に、「第３５条の２の６第１５

項」を「第３５条の２の６第１１項」に改める。 

第１９条の４の次に次の１条を加える。 

（出産被保険者の保険料の減額） 

第１９条の５ 当該年度において、世帯に出産被

保険者（法施行令第２９条の７第５項第８号に

規定する出産被保険者をいう。以下同じ。）が

ある場合における当該世帯の納付義務者に対し

て課する所得割額及び被保険者均等割額（第１

９条の２に規定する金額を減額するものとした

場合にあっては、その減額後の被保険者均等割

額）は、当該所得割額及び被保険者均等割額か

ら、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当

該各号に定める額を減額して得た額（当該減額

して得た額が、第１５条の８、第１５条の１６

及び第１６条の５に定める額を超える場合には、

当該額）とする。 

(1) 基礎賦課額の所得割額 当該出産被保険者

に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度

分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて

得た額の１２分の１の額に、当該出産被保険

者の出産の予定日（省令第３２条の１０の２

各号で定める場合にあっては、出産の日。第

２５条の６第１項及び第２項において同

じ。）の属する月（以下この号において「出

産予定月」という。）の前月（多胎妊娠の場

合には、３月前）から出産予定月の翌々月ま

での期間（以下この項において「産前産後期

間」という。）のうち当該年度に属する月数

を乗じて得た額 

(2) 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 当該

年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額（第

１９条の２に規定する金額を減額するものと

した場合にあっては、その減額後の被保険者

均等割額）に１２分の１を乗じて得た額に、

当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該

年度に属する月数を乗じて得た額 

(3) 後期高齢者支援金等賦課額の所得割額 当

該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金

額等に当該年度分の後期高齢者支援金等賦課

額の所得割の保険料率を乗じて得た額の１２

分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後

期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得

た額 

(4) 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険者

均等割額 当該年度分の後期高齢者支援金等

賦課額の被保険者均等割額（第１９条の２に

規定する金額を減額するものとした場合にあ

っては、その減額後の被保険者均等割額）に

１２分の１を乗じて得た額に、当該出産被保

険者の産前産後期間のうち当該年度に属する

月数を乗じて得た額 

(5) 介護納付金賦課額の所得割額 当該出産被

保険者（介護納付金賦課被保険者である者に

限る。以下この号において同じ。）に係る基

礎控除後の総所得金額等に当該年度分の介護

納付金賦課額の所得割の保険料率を乗じて得

た額の１２分の１の額に、当該出産被保険者

の産前産後期間のうち当該年度に属する月数

を乗じて得た額 

(6) 介護納付金賦課額に係る被保険者均等割額 

当該年度分の介護納付金賦課額の被保険者均

等割額（第１９条の２に規定する金額を減額

するものとした場合にあっては、その減額後

の被保険者均等割額）に１２分の１を乗じて

得た額に、当該出産被保険者（介護納付金賦

課被保険者である者に限る。）の産前産後期

間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た

額 

２ 前項各号に定めるところにより算定した額に

１円未満の端数があるときは、これを切り上げ

るものとする。 

第２５条の５の次に次の１条を加える。 

（出産被保険者に関する届出） 

第２５条の６ 出産被保険者の属する世帯の世帯

主は、次に掲げる事項を記載した届書を区長に

提出しなければならない。 

(1) 世帯主の氏名、住所、生年月日及び個人番

号（行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律（平成２５

年法律第２７号）第２条第５項に規定する個

人番号をいう。以下同じ。） 

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び

個人番号 

(3) 出産の予定日 

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別 

(5) 前各号に掲げる事項のほか、区長が必要と

認める事項 

２ 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなけ

ればならない。 

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる

書類 

(2) 多胎妊娠の場合にあっては、その旨を明ら

かにすることができる書類 
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(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合

にあっては、出産した被保険者と当該出産に

係る子との身分関係を明らかにすることがで

きる書類 

３ 第１項の規定による届出は、出産被保険者の

出産の予定日の６月前から行うことができる。 

４ 第１項の規定にかかわらず、区長が出産被保

険者について同項各号に掲げる事項及び第２項

各号に掲げる書類において明らかにすべき事項

を確認することができるときは、第１項の規定

による届出を省略させることができる。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第１４条の３、第１

５条の８、第１５条の９、第１５条の１６、第

１６条、第１９条、第１９条の５及び第２５条

の６の規定は、令和５年度分の保険料のうち令

和６年１月以後の期間に係るもの及び令和６年

度以後の年度分の保険料について適用し、令和

５年度分の保険料のうち令和５年１２月以前の

期間に係るもの及び令和４年度以前の年度分の

保険料については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規 則 

 

江東区保健所長委任規則の一部を改正する規則

を公布する。 

令和５年１２月８日 

江東区長職務代理者 

副区長  大 塚 善 彦 

◎江東区規則第８1 号 

江東区保健所長委任規則の一部を改正する

規則 

江東区保健所長委任規則（昭和５０年３月江東

区規則第５６号）の一部を次のように改正する。 

 第１条第１４号中チをツとし、カからタまでを

キからチまでとし、同号オ中「第３条の３第１

項」を「第３条の４第１項」に改め、同号オを同

号カとし、同号エ中「第３条の２第１項」を「第

３条の３第１項」に改め、同号エを同号オとし、

同号ウの次に次のように加える。 

  エ 法第３条の２第１項の規定による譲渡に

より営業者の地位を承継する者の承認 

 第１条第２７号エ及びサ中「第６８条第１項」

を「第６７条の２第１項、第６８条第１項」に改

める。 

 第２条中「第１４号カ、同号キ同号チ」を「第

１４号キ、同号ク、同号チ、同号ツ」に改める。 

附 則 

この規則は、令和５年１２月１３日から施行す

る。 

                    

江東区食品衛生法施行細則の一部を改正する規

則を公布する。 

令和５年１２月８日 

江東区長職務代理者 

副区長  大 塚 善 彦 

◎江東区規則第８２号 

江東区食品衛生法施行細則の一部を改正す

る規則 

 江東区食品衛生法施行細則（昭和５０年３月江

東区規則第３６号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第２項中「第６８条第１項」を「第６７

条の２第１項、第６８条第１項」に改め、「規定

による」を削り、「許可営業者の地位承継（相

続）届」を「地位承継届」に、「省令第６８条第

２項、第６９条第２項又は第７０条第２項に規定

する書類又はその写し」を「その事実を証する書

類」に改める。 

 別記第３号様式から別記第６号様式までを次の
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ように改める。 
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別記第３号様式（第４条関係） 
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別記第４号様式（第４条関係） 
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別記第５号様式（第５条関係） 
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別記第６号様式（第６条関係） 
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   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年１２月１３日から施行

する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区食品衛生法施行細則の別記様式による

用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加

え、なお使用することができる。 

                    

江東区食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関

する法律施行細則の一部を改正する規則を公布す

る。 

令和５年１２月８日 

江東区長職務代理者 

副区長  大 塚 善 彦 

◎江東区規則第８３号 

江東区食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査

に関する法律施行細則の一部を改正する規

則 

江東区食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関

する法律施行細則（平成３年５月江東区規則第４

０号）の一部を次のように改正する。 

 別記第１号様式から別記第１６号様式までを次

のように改める。 
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別記第１号様式（第３条関係） 
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別記第２号様式（第４条関係） 
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別記第３号様式（第５条関係） 
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別記第４号様式（第５条関係） 
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別記第５号様式（第６条関係） 
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別記第６号様式（第７条関係） 
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別記第７号様式（第８条関係） 
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別記第８号様式（第９条関係） 
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別記第９号様式（第１０条関係） 
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別記第１０号様式（第１１条関係） 
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別記第１１号様式（第１１条関係） 
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別記第１２号様式（第１２条関係） 
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別記第１３号様式（第１３条関係） 
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別記第１４号様式（第１３条関係） 
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別記第１５号様式（第１４条関係） 
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別記第１６号様式（第１５条関係） 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年１２月１３日から施行

する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に

関する法律施行細則の別記様式による用紙で、

現に残存するものは、所要の修正を加え、なお

使用することができる。 



令和 6年 1月 15日（月曜日）     江 東 区 公 報             （第 911号） 

 

 

 

41 

                    

江東区理容師法施行条例施行規則の一部を改正

する規則を公布する。 

令和５年１２月８日 

江東区長職務代理者 

副区長  大 塚 善 彦 

◎江東区規則第８４号 

江東区理容師法施行条例施行規則の一部を

改正する規則 

江東区理容師法施行条例施行規則（平成２４年

３月江東区規則第３号）の一部を次のように改正

する。 

第３条中第６項を第７項とし、第５項を第６項

とし、同条第４項中「別記第５号様式」を「別記

第５号の２様式」とし、同項を同条第５項とし、

同条第３項の次に次の１項を加える。 

４ 省令第２０条の２第１項の規定による譲渡に

よる理容所の開設者の地位の承継の届出は、理

容所の開設者の地位承継（譲渡）届（別記第５

号様式）によるものとし、同条第２項に規定す

る書類を添付しなければならない。 

 第３条に次の１項を加える。 

８ 第１項及び第４項の規定による届出には、届出

者が法人の場合は、登記事項証明書を添付しな

ければならない。 

第６条第９号中「昭和２３年法律第１６９号）

第１条」を「平成２６年法律第５８号）第３条」

に改める。 

別記第１号様式を次のように改める。 
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別記第１号様式（第３条関係） 

別記第５号様式を次のように改める。 
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別記第５号様式（第３条関係） 

 別記第５号様式の次に次の１様式を加える。 
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別記第５号の２様式（第３条関係） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年１２月１３日から施行

する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の江東区理容師法施行

条例施行規則第３条第４項及び第８項（第４項

に係る部分に限る。）の規定は、この規則の施

行の日前に理容所の営業の譲渡があった場合に

おける当該理容所の営業を譲り受けた者につい

ては、適用しない。 

３ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区理容師法施行条例施行規則の別記様式

による用紙で、現に残存するものは、所要の修

正を加え、なお使用することができる。 
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江東区美容師法施行条例施行規則の一部を改正

する規則を公布する。 

令和５年１２月８日 

江東区長職務代理者 

副区長  大 塚 善 彦 

◎江東区規則第８５号 

江東区美容師法施行条例施行規則の一部を

改正する規則 

江東区美容師法施行条例施行規則（平成２４年

３月江東区規則第４号）の一部を次のように改正

する。 

第３条中第６項を第７項とし、第５項を第６項

とし、同条第４項中「別記第５号様式」を「別記

第５号の２様式」に改め、同項を同条第５項とし、

同条第３項の次に次の１項を加える。 

４ 省令第２０条の２第１項の規定による譲渡に

よる美容所の開設者の地位の承継の届出は、美

容所の開設者の地位承継（譲渡）届（別記第５

号様式）によるものとし、同条第２項に規定す

る書類を添付しなければならない。 

 第３条に次の１項を加える。 

８ 第１項及び第４項の規定による届出には、届出

者が法人の場合は、登記事項証明書を添付しな

ければならない。 

 第６条第９号中「昭和２３年法律第１６９号）

第１条」を「平成２６年法律第５８号）第３条」

に改める。 

別記第１号様式を次のように改める。 
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別記第１号様式（第３条関係） 

 別記第３号様式を次のように改める。 
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別記第３号様式（第３条関係） 

別記第５号様式を次のように改める。 
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別記第５号様式（第３条関係） 

 別記第５号様式の次に次の１様式を加える。 
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別記第５号の２様式（第３条関係） 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年１２月１３日から施行

する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の江東区美容師法施行

条例施行規則第３条第４項及び第８項（第４項

に係る部分に限る。）の規定は、この規則の施

行の日前に美容所の営業の譲渡があった場合に

おける当該美容所の営業を譲り受けた者につい

ては、適用しない。 

３ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区美容師法施行条例施行規則の別記様式

による用紙で、現に残存するものは、所要の修

正を加え、なお使用することができる。 
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江東区クリーニング業法施行細則の一部を改正

する規則を公布する。 

令和５年１２月８日 

江東区長職務代理者 

副区長  大 塚 善 彦 

◎江東区規則第８６号 

江東区クリーニング業法施行細則の一部を

改正する規則 

江東区クリーニング業法施行細則（昭和５０年

３月江東区規則第５５号）の一部を次のように改

正する。 

第３条第１２項中「第２条の４」を「第２条の

５」に改め、同項を同条第１４項とし、同条第１

１項中「第２条の４」を「第２条の５」に改め、

同項を同条第１３項とし、同条第１０項中「第２

条の３」を「第２条の４」に改め、同項を同条第

１２項とし、同条第９項中「第２条の３」を「第

２条の４」に改め、同項を同条第１１項とし、同

条第８項中「第２条の２」を「第２条の３」に改

め、同項を同条第１０項とし、同条第７項中「第

２条の２」を「第２条の３」に、「別記第７号様

式」を「別記第７号の３様式」に改め、同項を同

条第９項とし、同条第６項の次に次の２項を加え

る。 

７ 省令第２条の２の規定による譲渡によるクリ

ーニング所の営業者の地位の承継の届出は、ク

リーニング所の営業者の地位承継（譲渡）届

（別記第７号様式）によるものとし、同条第２

項に規定する書類を添付しなければならない。 

８ 省令第２条の２の規定による譲渡による無店

舗取次店の営業者の地位の承継の届出は、無店

舗取次店の営業者の地位承継（譲渡）届（別記

第７号の２様式）によるものとし、同条第２項

に規定する書類を添付しなければならない。 

 第３条に次の１項を加える。 

１５ 第１項、第２項、第７項及び第８項の届出

には、届出者が法人の場合は、登記事項証明書

を添付しなければならない。 

別記第１号様式及び別記第２号様式を次のよう

に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和 6年 1月 15日（月曜日）     江 東 区 公 報             （第 911号） 

 

 

 

51 

別記第１号様式（第３条関係） 
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別記第２号様式（第３条関係） 

 別記第７号様式を次のように改める。 
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別記第７号様式（第３条関係） 

別記第７号様式の次に次の２様式を加える。 
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別記第７号の２様式（第３条関係） 
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別記第７号の３様式（第３条関係） 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年１２月１３日から施行

する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の江東区クリーニング

業法施行細則第３条第７項、第８項及び第１５

項（第７項及び第８項に係る部分に限る。）の

規定は、この規則の施行の日前にクリーニング

所の営業の譲渡があった場合における当該クリ

ーニング所の営業を譲り受けた者については、

適用しない。 

３ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区クリーニング業法施行細則の別記様式

による用紙で、現に残存するものは、所要の修

正を加え、なお使用することができる。 

                    

江東区興行場法施行条例の一部を改正する条例

の施行期日を定める規則を公布する。 

令和５年１２月８日 
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江東区長職務代理者 

副区長  大 塚 善 彦 

◎江東区規則第８７号 

江東区興行場法施行条例の一部を改正する

条例の施行期日を定める規則 

江東区興行場法施行条例の一部を改正する条例

（令和５年１０月江東区条例第４５号）の施行期

日は、令和５年１２月１３日とする。 

                    

江東区興行場法施行条例施行規則の一部を改正

する規則を公布する。 

令和５年１２月８日 

江東区長職務代理者 

副区長  大 塚 善 彦 

◎江東区規則第８８号 

江東区興行場法施行条例施行規則の一部を

改正する規則 

江東区興行場法施行条例施行規則（昭和５９年

７月江東区規則第４０号）の一部を次のように改

正する。 

第３条第１項ただし書及び同条第２項第７号を

削る。 

第４条中第６項を第８項とし、第２項から第５

項までを２項ずつ繰り下げ、同条第１項中「別記

第４号様式」を「別記第４号の２様式」に改め、

同項を同条第３項とし、同条に第１項及び第２項

として次の２項を加える。 

 条例第３条第３項の規定により譲渡による営

業者の地位の承継の届出をしようとする者は、

興行場営業承継（譲渡）届（別記第４号様式）

を区長に提出しなければならない。 

２ 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付し

なければならない。 

 (1) 興行場営業の譲渡が行われたことを証する

書類 

 (2) 届出者が法人にあっては、定款又は寄附行

為の写し及び登記事項証明書 

 別記第１号様式中 

「 (7) 興行場を借り受け、又は譲り受

けて経営する場合は、当該営業を

借り受け、又は譲り受けたことを

証する旨を記載した書類 

 

 

 

」 

を削る。 

別記第４号様式を別記第４号の２様式とし、別

記第３号様式の次に次の１様式を加える。 
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別記第４号様式（第４条関係） 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年１２月１３日から施行

する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の江東区興行場法施行

条例施行規則第４条第１項及び第２項の規定は、

この規則の施行の日前に興行場の営業の譲渡が

あった場合における当該興行場の営業を譲り受

けた者については、適用しない。 
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３ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区興行場法施行条例施行規則の別記様式

による用紙で、現に残存するものは、所要の修

正を加え、なお使用することができる。 

                    

江東区旅館業法施行条例の一部を改正する条例

の施行期日を定める規則を公布する。 

令和５年１２月８日 

江東区長職務代理者 

副区長  大 塚 善 彦 

◎江東区規則第８９号 

江東区興行場法施行条例施行規則の一部を

改正する規則 

江東区旅館業法施行条例の一部を改正する条例

（令和５年１０月江東区条例第４６号）の施行期

日は、令和５年１２月１３日とする。 

                    

江東区旅館業法施行条例施行規則の一部を改正

する規則を公布する。 

令和５年１２月８日 

江東区長職務代理者 

副区長  大 塚 善 彦 

◎江東区規則第９０号 

江東区旅館業法施行条例施行規則の一部を

改正する規則 

江東区旅館業法施行条例施行規則（平成２４年

３月江東区規則第５号）の一部を次のように改正

する。 

第３条第１項第８号を削り、同条第２項第１号

中「又は」を「及び」に改める。 

第５条第４項中「第３条の３第１項」を「第３

条の４第１項」に改め、同項を同条第６項とし、

同条第３項を同条第５項とし、同条第２項中「第

３条の２第１項」を「第３条の３第１項」に改め、

同項を同条第４項とし、同条第１項中「別記第４

号様式」を「別記第５号様式」に、「別記第５号

様式）に」を「別記第５号の２様式）に」に改め、

同項を同条第３項とし、同条に第１項及び第２項

として次の２項を加える。 

 省令第１条の３第１項の規定による申請書は、

旅館業営業承継（譲渡）承認申請書（別記第４

号様式）によるものとし、同条第２項及び条例

第２条の２に規定する書類並びに登記事項証明

書（譲受人が法人の場合に限る。）を添付して、

区長に提出しなければならない。 

２ 区長は、法第３条の２第１項の規定による承

認をしたときは、旅館業営業承継（譲渡）承認

書（別記第４号の２様式）を交付する。 

第７条中第１号を削り、第２号を第１号とし、

第３号から第７号までを１号ずつ繰り上げる。 

別記第１号様式中「名称、事務所の所在地」を

「主たる事務所の所在地、名称」に、 

「 (9) 旅館業法施行規則第 1 条第 1 項

ただし書の規定の適用を受ける場

合にあっては、当該営業を譲り受

けたことを証する旨を記載した書

類 

(10) 江東区旅館業法施行条例施行規

則第３条第２項に規定する書類 

 

 

 

 

 

 

」 

を 

「 (9) 江東区旅館業法施行条例施行規

則第３条第２項に規定する書類 

 

」 

に改める。 

別記第５号様式中「第３条の２第１項」を「第

３条の３第１項」に、「寄付」を「寄附」に改め、

同様式を別記第５号の２様式とし、別記第４号様

式中「第３条の２第１項」を「第３条の３第１

項」に改め、同様式を別記第５号様式とし、別記

第３号様式の次に次の２様式を加える。 
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別記第４号様式（第５条関係） 
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別記第４号の２様式（第５条関係） 
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別記第６号様式及び別記第７号様式中「第３条

の２」を「第３条の３」に改める。 

 別記第８号様式中「第３条の３第１項」を「第

３条の４第１項」に改める。 

 別記第９号様式中「第３条の３」を「第３条の

４」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年１２月１３日から施行

する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の江東区旅館業法施行

条例施行規則第５条第１項の規定は、この規則

の施行の日前に旅館業の営業の譲渡があった場

合における当該旅館業の営業を譲り受けた者に

ついては、適用しない。 

３ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区旅館業法施行条例施行規則の別記様式

による用紙で、現に残存するものは、所要の修

正を加え、なお使用することができる。 

                    

江東区公衆浴場法施行条例施行規則の一部を改

正する規則を公布する。 

令和５年１２月８日 

江東区長職務代理者 

副区長  大 塚 善 彦 

◎江東区規則第９１号 

江東区公衆浴場法施行条例施行規則の一部

を改正する規則 

江東区公衆浴場法施行条例施行規則（平成２４

年３月江東区規則第６号）の一部を次のように改

正する。 

第３条第１項第６号を削る。 

第６条第３項中「による届書」を「により届出

をしようとする者」に、「によるものとし、同条

第２項に規定する」を「に分割により地位を承継

した事実を証する」に改め、同項を同条第４項と

し、同条第２項中「による届書」を「により届出

をしようとする者」に、「によるものとし、同条

第２項に規定する」を「に合併により地位を承継

した事実を証する」に改め、同項を同条第３項と

し、同条第１項中「による届書」を「により届出

をしようとする者」に、「別記第５号様式）によ

るものとし、同条第２項に規定する書類を添付し

て、」を「別記第５号の２様式）を」に改め、同

項を同条第２項とし、同条に第１項として次の１

項を加える。 

 省令第１条の２第１項の規定により届出をし

ようとする者は、公衆浴場営業承継（譲渡）届

（別記第５号様式）に登記事項証明書（届出者

が法人の場合に限る。）を添付して、区長に提

出しなければならない。 

別記第１号様式中 

「 (6) 公衆浴場法施行規則第１条ただ

し書の規定の適用を受ける場合に

あっては、当該営業を譲り受けた

ことを証する旨を記載した書類 

 

 

 

」 

を削る。 

別記第５号様式を別記第５号の２様式とし、別

記第４号様式の次に次の１様式を加える。 
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別記第５号様式（第６条関係） 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年１２月１３日から施行

する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の江東区公衆浴場法施

行条例施行規則第６条第１項の規定は、この規

則の施行の日前に公衆浴場の営業の譲渡があっ
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た場合における当該公衆浴場の営業を譲り受け

た者については、適用しない。 

３ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区公衆浴場法施行条例施行規則の別記様

式による用紙で、現に残存するものは、所要の

修正を加え、なお使用することができる。 

                    

江東区プールの衛生管理に関する条例の一部を

改正する条例の施行期日を定める規則を公布する。 

令和５年１２月８日 

江東区長職務代理者 

副区長  大 塚 善 彦 

◎江東区規則第９２号 

江東区プールの衛生管理に関する条例の一

部を改正する条例の施行期日を定める規則 

江東区プールの衛生管理に関する条例の一部を

改正する条例（令和５年１０月江東区条例第４７

号）の施行期日は、令和５年１２月１３日とする。 

                    

江東区プールの衛生管理に関する条例施行規則

の一部を改正する規則を公布する。 

令和５年１２月８日 

江東区長職務代理者 

副区長  大 塚 善 彦 

◎江東区規則第９３号 

江東区プールの衛生管理に関する条例施行

規則の一部を改正する規則 

江東区プールの衛生管理に関する条例施行規則

（昭和５０年３月江東区規則第３４号）の一部を

次のように改正する。 

第７条第４項中「承継を証する」を「次に掲げ

る」に改め、同項に次の各号を加える。 

 (1) 承継が行われたことを証する書類 

 (2) 届出者の定款又は寄附行為の写し及び登記

事項証明書 

第７条中第４項を第６項とし、第３項を第５項

とし、第２項を第４項とし、同条第１項中「、相

続」を「相続」に、「別記第４号様式」を「別記

第４号の２様式」に改め、同項を同条第３項とし、

同条に第１項及び第２項として次の２項を加える。 

 条例第３条の２第２項の規定により譲渡によ

る許可経営者の地位の承継の届出をしようとす

る者は、次に掲げる事項を記載したプール経営

承継（譲渡）届（別記第４号様式）を区長に提

出しなければならない。 

 (1) 届出者の住所、氏名及び生年月日（法人に

あっては、名称、主たる事務所の所在地及び

代表者の氏名） 

 (2) プールの経営を譲渡した者の住所及び氏名

（法人にあっては、名称、主たる事務所の所

在地及び代表者の氏名） 

 (3) 譲渡の年月日 

 (4) プールの名称及び所在地 

２ 前項の届には、次に掲げる書類を添付しなけ

ればならない。 

 (1) プールの経営の譲渡が行われたことを証す

る書類 

 (2) 届出者が法人にあっては、定款又は寄附行

為の写し及び登記事項証明書 

別記第４号様式を別記第４号の２様式とし、別

記第３号様式の次に次の１様式を加える。 
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別記第４号様式（第７条関係） 

 別記第５号様式を次のように改める。 
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別記第５号様式（第７条関係） 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年１２月１３日から施行

する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の江東区プールの衛生

管理に関する条例施行規則第７条第１項及び第

２項の規定は、この規則の施行の日前にプール

の経営の譲渡があった場合における当該プール

の経営を譲り受けた者については、適用しない。 

３ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区プールの衛生管理に関する条例施行規
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則の別記様式による用紙で、現に残存するもの

は、所要の修正を加え、なお使用することがで

きる。 

                    

江東区事務手数料条例の一部を改正する条例の

施行期日を定める規則を公布する。 

令和５年１２月８日 

江東区長職務代理者 

副区長  大 塚 善 彦 

◎江東区規則第９４号 

江東区事務手数料条例の一部を改正する条

例の施行期日を定める規則 

江東区事務手数料条例の一部を改正する条例

（令和５年１０月江東区条例第４８号）の施行期

日は、令和５年１２月１３日とする。 

                    

江東区特別区税条例施行規則の一部を改正する

規則を公布する。 

令和５年１２月２６日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区規則第９５号 

江東区特別区税条例施行規則の一部を改正

する規則 

江東区特別区税条例施行規則（昭和４０年３月

江東区規則第１４号）の一部を次のように改正す

る。 

 別記第１号様式及び別記第２号様式を次のよう

に改める。 
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別記第１号様式（第２条関係） 
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別記第２号様式（第２条関係） 

 別記第６号様式（甲）を次のように改める。 
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別記第６号様式（甲）（第５条関係） 
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   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区特別区税条例施行規則の別記第６号様

式（甲）による用紙で、現に残存するものは、

所要の修正を加え、なお使用することができる。 

                    

生活保護法施行細則の一部を改正する規則を公

布する。 

令和６年１月５日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区規則第１号 

生活保護法施行細則の一部を改正する規則 

生活保護法施行細則（昭和４０年３月江東区規

則第３号）の一部を次のように改正する。 

別記第２９号様式を次のように改める。 
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別記第２９号様式（第１０条関係） 
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 別記第３１号様式を次のように改める。 
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別記第３１号様式（第１２条関係） 
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   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の生活保護法施行細則の別記様式による用紙で、

現に残存するものは、所要の修正を加え、なお

使用することができる。 

                    

江東区立都市公園条例施行規則の一部を改正す

る規則を公布する。 

令和６年１月５日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区規則第２号 

江東区立都市公園条例施行規則の一部を改

正する規則 

江東区立都市公園条例施行規則（昭和５２年６

月江東区規則第２４号）の一部を次のように改正

する。 

 第３条第１項中「終日（」の次に「江東区立潮

見しぶさわ公園にあっては午前９時から午後５時

まで、」を加え、「、午前６時」を「午前６時」

に改める。 

 別表第１同江東区立潮見さざなみ公園の項の次

に次のように加える。 
同 潮見しぶさわ公

園 

同 潮見二丁目８番１３

号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

告 示 

 

◎江東区告示第４２９号 

 江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

 なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

令和５年１２月１１日 

江東区長職務代理者 

副区長  大 塚 善 彦 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区告示第４３０号 

 令和５年１０月２７日江東区告示第３６９号を

もって告示した副区長大塚善彦による区長の職務

代理は、令和５年１２月１１日限り、消滅した。 

令和５年１２月１２日 

江東区長  大久保 朋 果 

                    

◎江東区告示第４３４号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条

第１項の規定に基づき、特別区道の区域を下記の

ように変更する。 

 なお、その関係図面は、令和５年１２月１８日

から２週間、本区土木部において一般の縦覧に供

する。 

令和５年１２月１８日 

江東区長  大久保 朋 果 

記 

整理

番号 
路線名 変更の区間 

変更前の敷

地の幅員 

変更後の敷

地の幅員 

１ 
江 １ ４

１号 

江東区北砂三丁目４

３７番先から 

江東区北砂三丁目４

４６番３先まで 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 
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◎江東区告示第４３５号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条

第２項の規定に基づき、下記の特別区道の供用を

開始する。 

 なお、その関係図面は、令和５年１２月１８日

から２週間、本区土木部において一般の縦覧に供

する。 

令和５年１２月１８日 

江東区長  大久保 朋 果 

記 
整理

番号 
路線名 共用開始の区間 備考 

１ 
江 １ ４

１号 

江東区北砂三丁目４

３７番先から 

江東区北砂三丁目４

４６番３先まで 

次図表示の

とおり 
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◎江東区告示第４３６号 

令和５年１２月２０日、江東区議会の議決を経

た、令和５年度補正予算を地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２１９条第２項の規定に基づ

き、次のとおり公表する。 

令和５年１２月２０日 

江東区長  大久保 朋 果 

記 

１ 令和５年度江東区一般会計補正予算（第５

号） 
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◎江東区告示第４３７号 

 江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

 なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

令和５年１２月２１日 

江東区長  大久保 朋 果 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区告示第４４２号 

 都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２７

条第３項及び第４項の規定に基づき、除却し、及

び保管した物件で、所有者等の確認ができないも

のについて、江東区立都市公園条例第３４条（昭

和５２年条例第１３号）第１項第２号及び江東区

立都市公園条例規則第１７条第２項の規定により、

下記のとおり告示する。 

令和５年１２月２５日 

江東区長  大久保 朋 果 

記 
物 件

の 詳

細 

種別 寝具（掛布団、敷布団、毛

布、マットレス等） 

放置されていた場

所 

江東区立竪川河川敷公園 

五の橋北西側 

（江東区亀戸一丁目２７番

地先） 

除却した日時 令 和 ５ 年 １ ２ 月 ２ ５ 日  

午後１時３０分 

保管した場所 江東区資材置き場 

（江東区枝川一丁目９番） 

保管を始めた日時 令 和 ５ 年 １ ２ 月 ２ ５ 日  

午後２時５分 

返還時に必要なも

の 

身分を確認できるもの（証

明書）及び印鑑 

当該物件の所有者等である

ことを証する書面 

                    

◎江東区告示第４４５号 

開発行為に関する工事の完了公告 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２

９条の規定に基づき許可した下記の開発行為に関

する工事は完了した。 

令和５年１２月２７日 

江東区長  大久保 朋 果 

記 
１ 開発区域

又は工区に

含まれる地

域の名称 

江東区南砂三丁目１１番１９，８

６，１１０，１１１，１１８，１

６７，１６８，１６９，１７０，

１７１，１７３，１７５，１７

７，１８０，１８１，１８２の一

部 

２１番７，８，９，１１，１４，

１９，２４，２５，２６，３９，

４０，４１のうち、第２工区部分 

２ 許可を受

けた者の住

所・氏名 

東京都千代田区大手町二丁目１番

１号 

株式会社ゴールドクレスト 

代表取締役社長 安川 秀俊 

                    

◎江東区告示第２号 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８

６条の２第１項の規定により次のとおり認定した

ので、同条第６項の規定により告示する。 

なお、関係図面は、本区都市整備部建築課にお

いて縦覧に供する。 

令和６年１月５日 

江東区長  大久保 朋 果 

記 
認定年

月日及

び認定

番号 

敷地の地

名地番 
申請者住所氏名 備考 

令 和 ５

年 １ ２

月 ２ ６

日 第 １

３４号 

東京都江

東区塩浜

二丁目４

番３ 

東京都新宿区西新

宿二丁目８番１号 

東京都知事 

小池 百合子 

 

                    

◎江東区告示第３号 

 江東区立都市公園条例（昭和５２年６月江東区

条例第１３号）第３条第１項の規定に基づき、次

の都市公園を令和６年１月１８日から設置する。。 

令和６年１月５日 

江東区長  大久保 朋 果 

１ 設置する都市公園 
名称 位置 

江東区立潮見しぶさわ

公園 

江東区潮見二丁目８番１

３号 

２ 供用開始日 

令和６年１月１８日 

３ 区域及び面積 

別図のとおり 
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告 示 （ 教 ） 

 

◎江東区教育委員会告示第２２号 

 下記により、令和５年第１２回江東区教育委員

会定例会を招集する。 

  令和５年１２月１９日 

江東区教育委員会         

教育長  本多 健一朗  

記 

 １ 日時  令和５年１２月２２日（金） 

 午前１０時 

 ２ 場所  江東区役所 

３ 議題 

   日程第１ 議案第４３号 江東区文化財の

指定内容の変更 

４ 報告事項 

(1) 令和５年第４回区議会定例会（教育委員

会関係）について ほか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

告 示 （ 選 ） 

 

◎江東区選挙管理委員会告示第５０号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１

０１条の３第２項の規定により、令和５年１２月

１０日執行の江東区長選挙における当選人の氏名

及び住所を別紙のとおり告示する。 

令和５年１２月１１日 

江東区選挙管理委員会 
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〔別紙〕 

 
                    

◎江東区選挙管理委員会告示第１号 

 令和５年１月４日から令和５年１２月２８日ま

での期間における選挙人名簿の抄本の閲覧状況に

ついて、公職選挙法（昭和２５年法律第１００

号）第２８条の４第７項及び公職選挙法施行規則

（昭和２５年総理府令第１３号）第３条の４の規

定に基づき、別紙のとおり公表する。 

令和６年１月５日 

江東区選挙管理委員会 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第２号 

 令和５年１月４日から令和５年１２月２８日ま

での期間における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状

況について、公職選挙法（昭和２５年法律第１０

０号）第３０条の１２の規定により準用する同法

第２８条の４第７項及び公職選挙法施行規則（昭

和２５年総理府令第１３号）第３条の４の規定に

基づき、次のとおり公表する。 

令和６年１月５日 

江東区選挙管理委員会 

 在外選挙人名簿の抄本の閲覧はなかった。 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第３号 

 江東区議会議員選挙における候補者の選挙

運動費用に関する収支報告書の要旨の公表

の一部訂正について 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１

９２条第１項の規定により、出納責任者が提出し

た令和５年４月２３日執行の江東区議会議員選挙

における候補者の選挙運動費用に関する収支報告

書について、訂正する旨申出があったので、令和

５年８月４日付江東区選挙管理委員会告示第２８

号の一部を別紙のとおり修正する。 

令和６年１月５日 

江東区選挙管理委員会 

〔別紙省略〕 
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告 示 （ 監 ） 

 

◎江東区監査委員告示第１１号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９

９条第９項、江東区監査基準（令和２年４月１日

江東区監査委員訓令甲第１号）第１７条の規定に

基づき、令和５年度第２回定期財務監査の結果を

別紙のとおり公表する。 

令和５年１２月１５日 

江東区監査委員 松 土 英 男 

同       藏 田 朝 彦 

同        にしがき 誠 

同        鬼 頭 たつや 

〔別紙〕 

令和５年度第２回定期財務監査報告書 

第１ 監査の範囲 

 １ 監査の対象事項 

  (1) 令和４年度一般会計 

 (2) 令和４年度国民健康保険会計 

(3) 令和４年度介護保険会計 

(4) 令和４年度後期高齢者医療会計 

(5) 内部統制に関する事項 

 ２ 監査の対象部（局・室・所） 

   政策経営部、総務部、危機管理室、地域振

興部、区民部、福祉部、障害福祉部、生活支

援部、健康部（保健所）、新型コロナウイル

スワクチン接種推進室、こども未来部、環境

清掃部、都市整備部、土木部、会計管理室、

教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、

区議会事務局、監査事務局 

 ３ 監査の実施期日 

令和５年６月９日から同年７月３１日まで

の計３７日間） 

第２ 監査の手続 

令和４年度各会計歳入歳出予算の執行状況

について、資料を対象部（局・室・所）から

求め、監査当日は関係職員の説明を聴取しつ

つ、関係書類及び帳簿との照査突合等、必要

と認める監査を実施した。 

また、保護第二課、城東保健相談所及び城

東南部保健相談所の現地視察を行った。 

監査対象工事については、工事概要調書及

び工事工程表等の資料を併せて求め、監査当

日は工事概要等の説明、質疑応答等を行った

後、各工事現場で説明を聴取しつつ、関係書

類との照査突合等、必要と認める監査を実施

した。今年度は、江東区立深川図書館改修工

事、塩浜一丁目道路改修工事、夢の島総合運

動場内スケートボード場整備工事及び江東区

立第二大島中学校改築工事について、各現場

視察を行った。 

第３ 監査の主眼点 

財務事務に関しては予算の執行、収入、支

出、契約等が、工事に関しては設計、積算、

契約、施工、検査等が、適正かつ効率的に行

われているかどうかについて監査を実施し

た。 

なお、今年度は、委託契約業務における個

人情報の取扱いを重点監査項目として監査を

実施した。 

また、内部統制に関する事項については、

令和元年度行政監査及びその後の定期財務監

査報告書において言及した課題等に対する取

組み状況を把握することを主眼に、監査を実

施した。 

第４ 監査の結果 

財務事務全般にわたり、法令等に従い、お

おむね適正かつ効率的に執行又は処理されて

いると認められたが、一部において別項指摘

事項のような事実が認められたので、意見を

付す。 

なお、監査の際に散見された事務上の軽微

な誤りについては、関係各課に対し、口頭で

改善を促した。 

また、内部統制に関する事項については、

今後の取組み等について別項で意見を付す。 

第５ 監査の結果 

 １ 支出事務を遅滞なく行うべきもの（こども

未来部こども家庭支援課）令和３年度子育て

世帯等臨時特別支援事業費補助金は、国より

交付されていた。事業実績報告に基づき交付

額が確定されたことに伴う超過交付分が発生

したため、定められた納付期限までに返還す

ることになっていた。 

事業名 返還金 納付期限 

令和３年度

子育て世帯

等臨時特別

支援事業費

補助金（先

行 給 付 金

分） 

３２６，７

３１，８８

１円 

令和４年１

１月２８日 

令和３年度

子育て世帯

等臨時特別

支援事業費

補助金（追

加 給 付 金

分） 

３２５，６

７３,７１４

円 

令和４年１

１月２８日 

上記２件の返還金に関する納付書類について

は、こども家庭支援課からの報告によると、東京

都より令和４年９月６日付令和３年度子育て世帯

等臨時特別支援事業費補助金交付額確定通知書と

ともに同課へ到達し、支払期限は同年１１月２８

日とされていたが、返還手続きを失念したため支
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払期限と同日の処理となってしまった。 

その結果、支払期限より１日遅れて支払わ

れたため、年率１０.９５％で算定された延滞

金１９５，７２１円が発生した。 

事業名 延滞金 

令和３年度子育て世

帯等臨時特別支援事

業費補助金（先行給

付金分） 

９８，０１９円 

令和３年度子育て世

帯等臨時特別支援事

業費補助金（追加給

付金分） 

９７，７０２円 

計 １９５，７２１円 

本件指摘事項は、本来支出する必要のない延滞

金を支出したことにより、区に損害を生じさせた

ものである。 

補助金返還手続きを失念した要因として、業務

執行にかかる確認体制の不備に加えて、急遽実施

された本事業への対応に必要な職員体制の構築が

不十分であったことが考えられる。 

会計処理にあたっては、遅滞や遺漏が生じない

よう課内における確認体制を総点検するととも

に、職員一人ひとりの業務量を的確に把握したう

えで必要な職員数を確保し適正に事務の分担を行

う等、再発防止策を講じられたい。 

２ 歳入事務を適正に行うべきもの（教育委員会

事務局地域教育課） 

江東きっずクラブ条例第９条において定めら

れている利用料の令和４年度収入未済繰越額と

令和３年度末の収入未済額に２３０，５００円

の相違が生じていた。地域教育課の報告では、

相違している金額の内訳や原因が不明であっ

た。 

江東区会計事務規則第４７条において、当該

年度において調定したもので、出納閉鎖期日に

おいて収入未済となったものがあるときは、そ

の未済額を翌年度に繰越し、以下この例に従っ

て順次繰越さなければならないと定められてい

る。 

本件指摘事項は、複数年にわたり生じていた

ものであり、確認体制の不備を指摘せざるを得

ず、原因を究明し適正に修正されたい。 

同利用料の取扱いにあたっては、同規則等の

関係規定を遵守するとともに、管理の実態を再

点検し、早急に事務執行体制を見直されたい。 

第６ 監査委員意見 

１ 重点監査項目について 

今年度は、委託契約業務における個人情報の

取扱いを重点監査項目として監査を実施した。

その結果、概ね適正に処理されていることを確

認したが、一部の所管において、個人情報の取

扱いに関する特記条項に定められた各種届書や

誓約書が徴取されていない不適切な処理が見ら

れた。 

広報広聴課が作成する個人情報の取扱いに関

する特記条項の説明書には、委託先事業者が区

に提出しなければならない各種届書や誓約書

は、個人情報の漏えいを防ぐための重要な届出

書類であることが示されている。 

［例（個人情報の取扱いに関する特記条項（説

明書）より）］ 

(1) 個人情報の取扱いに係る作業責任者等の書

面による報告（第３条） 

・ 作業責任者及び作業従事者を把握するこ

とにより委託先従業員に対する抑制力が働

く。 

(2) 個人情報を取り扱う場所の書面による報告

（第４条） 

・ 作業場所の特定、把握により、委託業務

の特性、個人情報の件数や内容に応じた作

業環境上のリスクを認識する。 

・ 作業環境上のリスクを認識することで、

外部委託事業者がとるべき保護措置が明確

になる。 

(3) 秘密保持に関する誓約書の提出（第６条） 

・ 個人情報の取扱いに係る作業責任者及び

作業従事者に秘密保持に関する誓約書を提

出させることで、個人情報保護のための意

識の向上と牽制を行えるようにする。 

各課におかれては、個人情報を取り扱う業務の

委託について、適正に届出がされているかについ

て改めて確認されたい。 

また、個人情報の漏えいが発生した場合には区

民からの行政に対する信頼を大きく損ねることに

なるため、委託先事業者において同特記条項を遵

守しているかについても随時確認し、適宜指導監

督をされたい。 

２ 内部統制に関する事項について 

会計事務に関する内部統制については、各種

マニュアルの提供、全庁掲示板を活用した金銭

会計事務に係る事例やお知らせの周知、研修の

実施等の取り組みが継続的に行われており、適

正な会計事務の執行に向けた効果を期待してい

る。マニュアルについては、利用者を考慮した

内容とし、短時間で必要な情報を得ることがで

きるよう工夫を重ねられたい。 

また、会計処理チェック表を活用した業務の

モニタリングについても、効果的な手法につい

て検討を進められたい。 

全庁的な内部統制体制の整備については、本

監査においても具体的な進展状況が確認できな

かった。江東区長期計画（令和２年度～令和１

１年度）における「開かれた区政運営による透

明性の向上」において、「内部統制制度の導入

に向けた検討を進める」旨が、取組方針として

示されている。本件の制度所管である企画課に

おかれては、事務の適正な執行を確保するた
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め、費用対効果や職員の業務負担、包括外部監

査の実施状況等を考慮し、導入について引き続 

き検討を進められたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 議 会 

 

◎区議会議決事項（令和５年第４回定例会） 

１１月２９日から１２月２０日まで会期２２日

間にわたって開会した令和５年第４回江東区議会

定例会において、別記の事項を議決した。 

１ 議案（区長提出） 

  議案第１０６号 保育所の指定管理者の指定

について 

  議案第１０７号 江東区道路事務所増築その

他改修工事請負契約 

  議案第１０８号 議決を得た契約の契約変更

について 

  議案第１０９号 江東区特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例 

  議案第１１０号 江東区保育費用徴収条例の

一部を改正する条例 

  議案第１１１号 江東区児童館条例の一部を

改正する条例 

  議案第１１２号 江東区立幼稚園設置条例の

一部を改正する条例 

  議案第１１３号 江東区事務手数料条例の一

部を改正する条例 

  議案第１１７号 令和５年度江東区一般会計

補正予算（第５号） 

  議案第１１８号 江東区国民健康保険条例の

一部を改正する条例 

（以上１２月２０日原案可決） 

２ 議案（議員提出） 

議案第１７号 地方自治法施行令第１６７条

の２第１項第１号に定める少

額随意契約の限度額の見直し

を求める意見書 

（以上１２月２０日原案可決） 

 

 

 

 

 


